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４ 第５回改定の検討過程と反映されなかったご意見 

 

▶中分類 36介護サービス職業従事者の新設 

▶中分類 37保健医療サービス職業従事者の新設 

→ ハローワーク等の求人数等を考慮した検討が行われた。 

→ 新設すること自体については、特段の反対意見なし。 

 

▶小分類 401飲食店主の移設（大分類Ｄから大分類Ｅへ移設） 

→ 販売とサービスの線引きは、何か？ 

 

▶小分類 429他に分類されないサービス職業従事者の例示の見直し 

→ 例示にあった「ヘッドハンター」が大分類Ｂ「専門的・技術的職業従事

者」へ移設された。 

 

▶大分類Ｃ「事務従事者」、大分類Ｄ「販売従事者」、大分類Ｅ「サービス職業

従事者」の境界に関する議論 

 

 

５ 本改定に向けたヒアリング等で寄せられたご意見 

 

（１）店舗を持たないオンラインの形態をどのように考えればよいのか？ 

（２）仕事に従事する場所により分類が異なると考えられる職業について例示 

を見直してほしい。 

（３）飲料の調理の仕事に従事するものを例示に追加してほしい。 

 

 

６ 国際標準職業分類、厚生労働省編職業分類との比較 

 

（１）国際標準職業分類との比較 

 

・国際標準職業分類では、４段階のスキルレベルに応じて区分。 

→ 分類項目表は資料１－３のとおり。 

 

（２）厚生労働省編職業分類との比較 

 

・対応関係を整理すると資料１－４のとおり。 

 


